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　 　 証券コード　6946

　 　 平成2 2年６月1 1日

株 主 各 位　 　

　 東京都品川区西五反田八丁目１番５号

　

　 代表取締役 鈴 木 俊 一

第60期定時株主総会招集ご通知

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

　さて、当社第60期定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年６月28日（月

曜日）午後５時までに到着するよう、ご送付くださいますようお願い申しあげま

す。

敬　具

記

１．日 時 平成22年６月29日（火曜日）午前10時

２．場 所 東京都千代田区六番町15番地

　 　 主婦会館プラザエフ

３．会議の目的事項

　 報 告 事 項 １．第60期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　 　 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人

および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

　 　 ２．第60期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　 　 計算書類の内容報告の件

　 決 議 事 項 　

　 第１号議案 定款一部変更の件

　 第２号議案 取締役６名選任の件

　 第３号議案 監査役１名選任の件

　 第４号議案 補欠監査役１名選任の件
以　上


　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。

　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合

は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.avio.co.jp）に掲載させていただきます。
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（提供書面）
　

事　 業　 報　 告

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　

１．当社グループの現況に関する事項

(1) 事業の経過および成果

　当期におけるわが国経済は、日本政府の経済対策の効果による個人消費の

持ち直しやアジア向け輸出の増加、それらによる企業収益悪化の下げ止まり

など一時の低迷期を脱しつつあるものの、民間設備投資が低調に推移し、さ

らに需要の低迷等によりデフレ傾向となるなど依然として厳しい状況で推移

しました。世界経済、特にアジア地域につきましては、中国政府の経済対策

により同国の内需が拡大し、その他のアジア地域においても中国向け輸出が

増加するなど総じて回復傾向で推移しました。

　当社グループの関連するエレクトロニクス業界におきましては、エコポイ

ント等の効果により薄型テレビが好調に推移するとともに海外市場における

需要回復により電子部品の輸出が増加するなど持ち直しの動きはあるものの、

全体としては民間設備投資の抑制、価格競争の激化に伴う単価の下落等の影

響により厳しい状況となりました。

　このような状況の中で当社グループは、売上高確保を目指し、海外市場へ

の展開強化および国内外の新規販売チャネルの開拓、新製品の発売と新アプ

リケーションによる新市場開拓に努めました。また、経済環境が好転しなく

とも利益の出せる体制を目指し、人件費を含む諸経費の削減や原価率の低減

に努めました。　

　この結果、連結業績は、売上高が第３四半期以降製造・検査機器のアジア

向け輸出の回復による増加があったものの、第２四半期までの内需の不振等

による減少を補えず265億56百万円（前期比6.5％減）にとどまりましたが、

損益は費用削減に努めた結果、営業利益が前期比６億96百万円改善の３億２

百万円、経常利益が前期比７億70百万円改善の２億15百万円となり、当期純

利益は前期に計上した事業構造改善費用がありませんでしたので、前期比18

億26百万円改善の１億57百万円となりました。
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　なお、剰余金につきましては、今期の業績が景気低迷の影響から完全に脱

却していないことや今後の景気回復の先行きがなお不透明なことなどを総合

的に勘案して、資本充実のため内部留保とさせていただくこととし、まこと

に遺憾ながら、第60期の期末配当につきましては無配とさせていただきたく

存じます。

　

(2) 部門別の事業の概況

情報システム部門

　情報システム製品については、受注、売上とも表示･音響関連装置が好調

に推移したことから増加しました。

　この部門の当期の受注高は160億38百万円（前期比4.3％増）、売上高は

130億82百万円（前期比3.4％増）であります。

電子機器部門

　電子機器製品については、教育現場で好評な短焦点レンズを搭載した文

教市場向けプロジェクタが順調に推移し、電子部品製造用接合装置が海外、

特に中国における景気回復の影響を受け第３四半期以降受注、売上とも好

調に推移しましたが、第２四半期までの景気後退に伴う投資抑制等の影響

や競争の激化に伴う単価の下落などにより、前期と比較し、全体としては

受注はおおむね横ばいであったものの、売上は減少しました。

　この部門の当期の受注高は80億97百万円（前期比0.2％増）、売上高は78

億33百万円（前期比18.2％減）であります。

赤外線・計測機器部門

　赤外線・計測機器製品については、赤外線サーモグラフィ装置が新型イ

ンフルエンザの発生による需要増および新製品Thermo GEAR(サーモギア)　

Ｇ１００シリーズ（異常温度を検出すると振動で異常を知らせるなどの新

機能を盛り込んだ赤外線サーモグラフィ装置）発売による寄与がありまし

たが、全体としては景気低迷による設備投資の抑制に加え需要が低価格帯

にシフトしたことから、前期と比較すると受注はおおむね横ばいであった

ものの、売上は減少しました。

　この部門の当期の受注高は57億61百万円（前期比0.4％増）、売上高は56

億40百万円（前期比8.4％減）であります。
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（注）　部門別の事業の概況については､従来､「情報システム部門」､「電子装置部門」､

「製造装置部門」に区分しておりましたが、当期より､「情報システム部門」､「電子

機器部門」､「赤外線･計測機器部門」に区分を変更しております。なお、前期の受注

高および売上高を変更後の区分に組み替えて前期比較しております。

　

(3) 設備投資の状況

　当期は、情報システム製品用生産設備の増強などに総額３億34百万円の設

備投資を行いました。

　

(4) 資金調達の状況

　当社は、運転資金の機動的な調達を行うために主要取引金融機関とコミッ

トメントライン契約を締結しております。

 　

(5) 対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、輸出の増加に下支えされた生産の回復や日

本政府の経済対策の効果により、景気は回復していくものと思われますが、

世界経済の先行きが不透明であること、また企業収益や民間設備投資がなお

厳しい状況にあることなどを踏まえると予断を許さない状況であると思われ

ます。

　このような状況の中で、当社グループにおける課題は、安定的な収益を確

保できる経営基盤の強化、市場創造型企業への転換、それによる成長戦略の

達成であります。

　①　経営基盤の強化

　安定的な収益を確保できる経営基盤の強化につきましては、３つの改

革（業務プロセス改革、ものづくり改革、開発･技術改革）を強力に推進

し、費用構造の徹底的な見直しをはかってまいります。

　②　市場創造型企業への転換

　当社が目指す「市場創造型企業」への転換につきましては、新市場開

拓や新アプリケーション開発のためのマーケティング力を強化し、既存

市場に加え太陽電池製造等の成長市場へ競争力のある顧客ニーズに基づ

く製品の投入をはかり、新しい市場を創造してまいります。
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　③　成長戦略

・　情報システム部門は、当社グループの基盤事業として位置付け、当

社グループ独自技術の提供により既存市場は堅持しつつ、今後成長が

望める航空宇宙市場への参入を目指してまいります。

・　電子機器部門のうち、製造・検査機器は、当社グループが得意とす

る精密接合技術をベースに従来の電子部品市場等に加え太陽電池、２

次電池製造、ＭＥＭＳ等の成長市場での拡大を目指し新製品を投入す

るとともに海外市場、特に中国、インド市場の開拓を推進してまいり

ます。

・　赤外線・計測機器部門は、製品ラインナップの拡充、アライアンス

による新市場の創造および既存市場の深耕、マーケティング力や海外

販売チャネルの強化等により、売上高の拡大を目指してまいります。

　 

　　当社グループは、これらの諸施策により､業績の向上に向けて一丸となっ

て邁進する所存であります。　　
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(6) 財産および損益の状況の推移

①　当社グループの財産および損益の状況の推移

年　度　

区　分　

平成18年度

（第57期）

平成19年度

（第58期）

平成20年度

（第59期）

平成21年度

（当　期）

受 注 高(百万円) 34,717 34,794 29,191 29,897

売 上 高(百万円) 35,640 36,359 28,392 26,556

経 常 損 益(百万円) 1,540 1,259 △  555 215

当 期 純 損 益(百万円) 1,182 350 △1,668 157

１株当たり当期純損益(円) 40.95 11.91 △59.03 5.59

総 資 産(百万円) 35,609 33,074 31,035 29,307

純 資 産(百万円) 10,153 9,002 7,149 7,306

１株当たり純資産額(円) 283.97 289.66 224.65 230.24

（注）　１株当たり当期純損益および１株当たり純資産額は「１株当たり当期純利益に関する会

計基準」および「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」に基づき算定して

おります。

　

②　当社の財産および損益の状況の推移

年　度　

区　分　

平成18年度

（第57期）

平成19年度

（第58期）

平成20年度

（第59期）

平成21年度

（当　期）

受 注 高(百万円) 28,819 28,478 23,132 23,939

売 上 高(百万円) 29,751 30,119 21,923 20,724

経 常 損 益(百万円) 1,103 1,066 △   43 336

当 期 純 損 益(百万円) 933 428 △1,090 252

１株当たり当期純損益(円) 32.13 14.68 △38.59 8.93

総 資 産(百万円) 32,582 30,415 29,769 28,274

純 資 産(百万円) 9,608 8,535 7,260 7,512

１株当たり純資産額(円) 264.70 273.16 228.58 237.52

（注）　１株当たり当期純損益および１株当たり純資産額は「１株当たり当期純利益に関する会

計基準」および「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」に基づき算定して

おります。



－ 7 －

(7) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社との関係

会 社 名
当社株式の

議決権比率
関 係 内 容

日 本 電 気 株 式 会 社

％

50.23

　

当社は同社に対して、情報システム製

品等を納入しております。

　

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の

議決権比率
主要な事業内容

　 百万円 ％ 　
山梨アビオニクス株式会社 450 100 プリント配線板の製造

福島アビオニクス株式会社 450 100
ハイブリッドＩＣ、電子
機器製品および赤外線･計
測機器製品の製造

日本アビオニクス販売株式会社 70 100 電子機器製品等の販売

ＮＥＣ　Ａｖｉｏ赤外線
テ ク ノ ロ ジ ー 株 式 会 社

342 100
赤外線・計測機器製品の
製造、販売

　

③　重要な技術提携等の状況

　主要な技術提携の相手先は、レイセオン・カンパニー（米国）およびロ

ッキード・マーチン・コーポレーション（米国）であり、各種情報システ

ム製品に関する技術導入契約を締結しております。　　　

(8) 主要な事業内容（平成22年３月31日現在）

部 門 主 要 製 品

情 報 シ ス テ ム 部 門
誘導・搭載関連装置、表示・音響関連装置、

指揮・統制関連装置、ハイブリッドＩＣ

電 子 機 器 部 門
映像機器、情報端末機器、製造・検査機器、

プリント配線板

赤外線･計測機器部門 赤外線機器、工業計測機器
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(9) 主要な営業所および工場（平成22年３月31日現在）

①　当社

名 称 所 在 地

本 社 東 京 都 品 川 区

府 中 支 店 東 京 都 府 中 市

名 古 屋 支 店 愛 知 県 名 古 屋 市

大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市

福 岡 支 店 福 岡 県 福 岡 市

甲 府 営 業 所 山 梨 県 南 ア ル プ ス 市

行 田 営 業 所 埼 玉 県 鴻 巣 市

横 浜 事 業 所 神 奈 川 県 横 浜 市

相 模 事 業 所 神 奈 川 県 高 座 郡

　(注)　相模事業所は、平成22年５月６日に神奈川県高座郡から神奈川県横浜市に移転し、新横

浜事業所と名称を変更いたしました。

　

②　主要な子会社

名 称 所 在 地

山 梨 ア ビ オ ニ ク ス 株 式 会 社 山 梨 県 南 ア ル プ ス 市

福 島 ア ビ オ ニ ク ス 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市

日本アビオニクス販売株式会社 東 京 都 品 川 区

ＮＥＣ　Ａｖｉｏ赤外線テクノロジー株式会社 東 京 都 品 川 区

　

(10) 使用人の状況（平成22年３月31日現在）

①　当社グループの使用人の状況

区 分 使 用 人 数 前 期 末 比 増 減

　 名 名
男 1,111 20

女 211 3

合 計 1,322 23

（注）　使用人数は就業人員を表示しております。
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②　当社の使用人の状況

区 分 使 用 人 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

　 名 名 才 年
男 622 8 44.4 20.3

女 99 △2 40.0 11.8

合計または平均 721 6 43.8 19.1

（注）　使用人数は就業人員を表示しております。

　

(11) 主要な借入先（平成22年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

　 百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,700

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,996

株 式 会 社 横 浜 銀 行 1,711

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 1,296
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２．会社の株式に関する事項（平成22年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 80,000,000株

普 通 株 式 76,000,000株

第１種優先株式 4,000,000株

　

(2) 発行済株式の総数 29,100,000株

普 通 株 式 28,300,000株

第１種優先株式 800,000株

　

(3) 株主数 普 通 株 式 3,862名

第１種優先株式 １名

（注）　第１種優先株式は、日本電気株式会社が全株所有しております。

　

(4) 大株主の状況(上位11名)

株 主 名
持 株 数

持 株 比 率
普 通 株 式 第１種優先株式 合 計

日 本 電 気 株 式 会 社
千株

14,151 
千株

800
千株

14,951 
％

　51.45 

日本アビオニクス従業員持株会 615 － 615 　2.12 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 441 － 441 　1.52 

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 249 － 249 　0.86 

伊 藤 　 豊 220 － 220 　0.76 

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 218 － 218 　0.75 

松 島 　 敏 雄 193 － 193 　0.66 

三井住友海上火災保険株式会社 161 － 161 　0.55 

吉 川 　 勝 敏 127 － 127 　0.44 

柴 　 　 宏 118 － 118 　0.41 

田 辺 　 昌 司 118 － 118 　0.41 

（注）　持株比率は、自己株式(39,148株)を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等（平成22年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
執行役員社長

鈴 木 俊 一
経営全般および業務運営の総括
ＮＥＣ　Ａｖｉｏ赤外線テクノロジー株式会社
代表取締役社長

取 締 役
執行役員専務

井 田 　 敏
グループ民需営業の統括　
営業本部担当および人事に関する事項

取 締 役
執行役員常務

山 下 　 守
事業支援本部担当
営業本部担当補佐　

取 締 役
執行役員常務

根 来 周 三 情報システム事業担当

取 締 役
執行役員常務

鈴 木 延 男
ソリューション・プロダクツ事業部担当
特命プロジェクトの総括

取 締 役
執 行 役 員

川 島 雅 幸
営業本部担当補佐
ＮＥＣ　Ａｖｉｏ赤外線テクノロジー株式会社
取締役　

取 締 役 西 村 知 典 日本電気株式会社執行役員

監査役(常勤) 津 田 好 美 　

監査役(常勤) 石 川 俊 樹 　

監 査 役 山 本 徳 男 日本電気株式会社関連企業部長

監 査 役 山 本 　 琢
日本電気株式会社航空宇宙・防衛事業本部主席企
画主幹

（注）１．平成21年６月26日開催の第59期定時株主総会において、川島雅幸、西村知典の両氏は

取締役に、石川俊樹、山本琢の両氏は監査役に、それぞれ選任され就任いたしました。

２．取締役　西村知典氏は、社外取締役であります。

３．監査役　山本徳男、山本琢の両氏は、社外監査役であります。

４．監査役　津田好美氏は、当社において長年経理業務を担当しており、財務および会計

に関する相当程度の知見を有するものであります。

５．監査役　山本徳男氏は、日本電気株式会社において長年経理業務を担当しており、財

務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

６．当期中に退任した取締役および監査役の氏名、退任時の会社における地位、退任年月

日および退任理由は次のとおりであります。

氏 名
退任時の会社に
お け る 地 位

退任年月日（退任理由）

石 川 俊 樹 取 締 役 平成21年６月26日（任期満了）

祝 　 宏 文 監査役(常勤) 平成21年６月26日（辞　　任）

渡 谷 和 行 社 外 監 査 役 平成21年６月26日（辞　　任）
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７．平成22年５月６日付で次のとおり担当の異動を行いました。

会社における地位 氏 名 異 動 後 の 担 当

取 締 役
執行役員常務

鈴 木 延 男 接合機器事業部および映像・情報福祉機器事業部担当　

８．社外監査役　山本琢氏は、平成22年４月1日付で株式会社ネットコムセック代表取締役

社長に就任されました。同社は日本電気株式会社の子会社であり、当社は同社と情報シ

ステム製品等の取引関係があります。

　

　(2) 取締役および監査役の報酬等の額

区 分 人 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 ８名 94百万円

監 査 役 ６名 29百万円

計 14名 124百万円

（注）１．上記には、平成21年６月26日開催の第59期定時株主総会終結のときをもって退任した

取締役1名、監査役２名を含んでおります。

２．執行役員兼務取締役には、取締役としての報酬のほかに使用人分給与は支払っており

ません。

３．取締役の報酬限度額は、年額２億円以内（平成19年６月29日開催の第57期定時株主総

会決議）、監査役の報酬限度額は、年額４千万円以内（平成19年６月29日開催の第57期

定時株主総会決議）となっております。

　

(3) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の業務執行取締役等および社外役員の重要な兼職の状況

（平成22年３月31日現在）

区 分 氏 名 兼 職 状 況

社 外 取 締 役 西 村 知 典 日本電気株式会社執行役員

社 外 監 査 役 山 本 徳 男 日本電気株式会社関連企業部長

社 外 監 査 役 山 本 　 琢
日本電気株式会社航空宇宙･防衛事業本部主席企画
主幹

（注）１．日本電気株式会社は当社の親会社であり、同社との関係は、前記１．(7) ①親会社と

の関係に記載のとおりであります。

２．社外監査役　山本琢氏は、平成22年４月1日付で株式会社ネットコムセック代表取締役

社長に就任されました。当社と同社の関係は、前記３．(1)注記８に記載のとおりであり

ます。　
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②　当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社 外 取 締 役 西 村 知 典
就任後開催された取締役会へは10回中９回出席し、
豊富な経営等に関する経験と専門的知見に基づく
意見を述べ、提言等を行いました。

社 外 監 査 役 山 本 徳 男

当期に開催された取締役会へは14回中11回出席し、
監査役会へは11回中10回出席し、それぞれ経理・
財務に係る経験と知見に基づく意見を述べ、提言
等を行いました。

社 外 監 査 役 山 本 　 琢
就任後開催された取締役会へは10回すべてに出席
し、監査役会へは９回すべてに出席し、それぞれ
専門的知見に基づく質問等を行いました。

　

③　社外役員の報酬等の総額

区 分 人 数 報 酬 等 の 額

社外役員の報酬等の総額 ４名 １百万円

　

④　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役および各社外監査役とは、会社法第423条第１項に定め

る損害賠償責任の限定契約を同法第427条第１項の規定に基づき締結してお

り、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める金額

としております。
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４．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

　

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

　 支 払 額

①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 40百万円

②　当社および子会社が支払うべき金銭その他財産上の
利益の合計額

40百万円

（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、

①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。　

　

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務執行に支障があると判断した場合、監査役

会の同意を得たうえで、または監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解

任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

　

(4) 会計監査人が受けた過去２年間の業務停止の内容

　該当事項はございません。
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５．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制その他業務の適正を確保するための体制

　当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するた

めの体制その他業務の適正を確保するための体制に関し次のとおり取締役会に

て決議しております。
　
　当社は、次のとおり会社法第362条第４項第６号ならびに会社法施行規則第

100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する基本方針を定める。当

社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備状況を絶えず評価し、必

要な改善措置を講じることによって、内部統制システムの整備に努める。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制

①　取締役および執行役員は、当社および当社子会社（以下Ａｖｉｏグル

ープという。）における企業倫理の確立ならびに取締役および使用人に

よる法令、定款および社内規程の遵守の確保を目的として制定した「Ａ

ｖｉｏグループ企業行動憲章」および「Ａｖｉｏグループ行動規範」を

率先垂範する。

②　取締役会は、「Ａｖｉｏグループ企業行動憲章」および「Ａｖｉｏグ

ループ行動規範」の周知徹底のための活動を経営企画本部に行わせ、監

査部に各部門における実施状況の監査、問題点の指摘および改善策の提

案などの支援を行わせる。

③　取締役会は、Ａｖｉｏグループの社会的責任の遂行のために執行役員

社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの維持、

改善に務める。

④　取締役は、重大な法令違反その他法令および社内規程の遵守に関する

重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅

滞なく取締役会において報告する。

⑤　Ａｖｉｏグループにおける法令違反または「Ａｖｉｏグループ企業行

動憲章」もしくは「Ａｖｉｏグループ行動規範」の違反またはそのおそ

れのある事実に関する主な情報の提供先または相談窓口は、監査部とす

る。監査部は内部者通報制度「アビオホットライン」の周知徹底をはか

り、違反事実またはそのおそれのある事実の発見に努める。
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⑥　ＣＳＲ・コンプライアンス委員会は、ＡｖｉｏグループのＣＳＲ・コ

ンプライアンス体制の遵守状況を確認し、不適切な行為の原因究明およ

び再発防止の審議を行い、スタッフ部門が再発防止策の展開など体制の

整備・改善の推進を行う。

⑦　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して

は、一切の関係を遮断し、全社を挙げて毅然とした態度で臨むものとす

る。

　

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

①　取締役および使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等の保存およ

び管理については、「文書規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。

②　情報セキュリティについては、「情報セキュリティ基本規程」に基づ

き、情報セキュリティ体制の維持・向上のための施策を継続的に実施す

る。

③　株主総会議事録、取締役会議事録などその作成および保存に関する法

令の定めがある文書等については、法令に従い適正に作成し、適切に保

存・管理する。

④　企業秘密については、「企業秘密管理規程」に基づき適切に管理する。

⑤　個人情報については、法令および「個人情報保護規程」に基づき厳重

に管理する。

　

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　重要なリスクについては、リスク管理の基本方針に基づき、経営戦略

会議または経営会議でその対策について十分な審議を行ったうえで、必

要に応じて取締役会に報告する。

②　経営戦略に関する意思決定など経営判断に関するリスクについては、

必要に応じて弁護士、公認会計士など外部の専門家の助言を受け、関係

部門において分析および対策を検討する。

③　各部門のリスク管理体制およびリスク管理の実施状況の監査は、監査

部が行う。
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(4) 取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制

①　取締役会は、執行役員の担当事項を定め、執行役員に対する大幅な権

限委譲を行うことにより、事業運営に関して迅速な意思決定および機動

的かつ効率的な職務執行を推進する。

②　取締役会は、月に１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催

し、機動的な意思決定を行う。また、取締役会付議事項については、経

営戦略会議または経営会議で事前に審議を行う。

③　取締役会は、Ａｖｉｏグループの中期経営計画、年間および半期の予

算を決定し、その進捗状況を報告させ、執行状況を監督する。

④　執行役員は、取締役会で定めた中期経営計画および予算に基づき効率

的な職務執行を行い、予算の進捗状況については、執行役員、本部長、

事業部長等で構成される事業執行会議で確認する。

⑤　代表取締役等は、適宜、取締役会で取締役および執行役員の職務執行

状況について報告する。

⑥　執行役員その他の使用人の職務権限の行使は、職務権限規程に基づき

適正かつ効率的に行う。

⑦　執行役員は、職務執行の効率化をはかるため、各種業務用情報システ

ムの構築、運用および改善を行う。

　

(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

①　子会社に対して、取締役および監査役の派遣ならびに「Ａｖｉｏグル

ープ企業行動憲章」および「Ａｖｉｏグループ行動規範」に基づく当社

主管部門による日常的な管理を行うとともに、子会社の遵法体制その他

その業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導および支援を

行う。

②　当社の親会社である日本電気株式会社（以下「ＮＥＣ」という。）の

当社主管部門と日常的な連携を行うとともに、必要に応じて遵法体制そ

の他当社の業務の適正を確保するための体制の整備についてＮＥＣと協

議する。

③　子会社の事業運営に関する事項については、その重要度に応じて、当

社において、経営戦略会議または経営会議での審議、決裁および取締役

会への付議を行う。

④　監査部に業務の適正性に関する子会社の監査を行わせる。

⑤　監査役は往査を含め、子会社の監査を行い、監査に関してＡｖｉｏグ

ループの監査役と意見を交換し、連係をはかる。
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⑥　監査役は、ＮＥＣグループにおける業務の適正の確保のため、ＮＥＣ

グループ監査役との情報の交換および協議を行い、連係をはかる。

⑦　Ａｖｉｏグループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取

引法その他関連法令等に基づき、評価、維持、改善等を行い、財務報告

の信頼性を確保する。

　

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人および当該使用人の取締役からの独立

性に関する事項

　監査役の職務を補助すべき使用人が必要な場合、適切な使用人をその任

にあて、当該使用人について業務執行からの独立性を確保する。

　

(7) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への

報告に関する体制

①　取締役および使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行

状況その他に関する報告を行う。

②　監査部長は、監査役に対し、内部者通報制度「アビオホットライン」

の運用状況について定期的に報告し、取締役に「Ａｖｉｏグループ企業

行動憲章」および「Ａｖｉｏグループ行動規範」に違反する事実がある

と認める場合その他緊急の報告が必要な場合には、直ちに報告する。

③　重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。

　

(8) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席

する。

②　監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧する

ことができる。

③　監査役は、定時および臨時に監査役会を開催し、監査実施状況等につ

いて情報の交換・協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監

査に関する報告を受け、意見交換を行う。

④　監査役は、監査部および会計監査人との連係をはかり、効果的な監査

業務を遂行する。

　

　

（注）　本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示してお

ります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成22年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 お よ び 預 金

受取手形および売掛金

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 お よ び 構 築 物

機械装置および運搬具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

前 払 年 金 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

19,283

2,435

8,393

7,378

522

554

△1

10,023

7,734

1,959

392

484

4,847

49

402

1,887

13

1,301

394

237

△59

流 動 負 債 11,706

支払手形および買掛金 4,450

短 期 借 入 金 4,922

未 払 法 人 税 等 121

賞 与 引 当 金 584

製 品 保 証 引 当 金 182

そ の 他 1,446

固 定 負 債 10,294

長 期 借 入 金 5,036

再評価に係る繰延税金負債 1,321

退 職 給 付 引 当 金 3,927

そ の 他 9

負 債 合 計 22,000

純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,496

資 本 金 5,145

利 益 剰 余 金 362

自 己 株 式 △11

評価・換算差額等 1,809

土地再評価差額金 1,809

純 資 産 合 計 7,306

資 産 合 計 29,307 負 債 純 資 産 合 計 29,307

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 26,556

売 上 原 価 19,748

売 上 総 利 益 6,808

販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費 6,505

営 業 利 益 302

営 業 外 収 益 162

受 取 利 息 お よ び 配 当 金 1

助 成 金 収 入 91

そ の 他 69

営 業 外 費 用 249

支 払 利 息 209

そ の 他 40

経 常 利 益 215

特 別 利 益 62

受 取 和 解 金 62

特 別 損 失 77

固 定 資 産 除 却 損 7

事 務 所 移 転 費 用 70

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 200

法 人 税 、 住 民 税 お よ び 事 業 税 86

法 人 税 等 調 整 額 △44

当 期 純 利 益 157

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（単位：百万円）

　
株 主 資 本

資 本 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

平成21年３月31日　残高 5,145 205 △10 5,339

当 期 中 の 変 動 額 　 　 　 　

当 期 純 利 益 　 157 　 157

自 己 株 式 の 取 得 　 　 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期中の変動額(純額)

　 　 　 　

当 期 中 の 変 動 額 合 計 － 157 △0 157

平成22年３月31日　残高 5,145 362 △11 5,496

　
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
土 地 再 評 価 差 額 金 評価・換算差額等合計

平成21年３月31日　残高 1,809 1,809 7,149

当 期 中 の 変 動 額 　 　 　

当 期 純 利 益 　 　 　 157

自 己 株 式 の 取 得 　 　 △0

株主資本以外の項目の
当期中の変動額(純額)

　 　 －

当 期 中 の 変 動 額 合 計 － － 157

平成22年３月31日　残高 1,809 1,809 7,306

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

　山梨アビオニクス株式会社、福島アビオニクス株式会社、日本アビオニクス販売株式会社お

よびＮＥＣ　Ａｖｉｏ赤外線テクノロジー株式会社の子会社４社すべてが連結の範囲に含めら

れている。

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の決算日は３月31日であり、連結決算日と一致している。

(3) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準および評価方法

ア　有価証券

その他有価証券

時価のないもの …………………………… 移動平均法による原価法

イ　たな卸資産

製品、原材料および貯蔵品 ………………… 主として総平均法による原価法

　 （収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

仕掛品および未着原材料 …………………… 個別法による原価法

　 （収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） ………… 主として定率法

無形固定資産（リース資産を除く） ………… 定額法

　 なお、自社利用ソフトウエアについては、

社内利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっている。

リース資産 ……………………………………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

として算定する方法を採用している。



－ 23 －

③　重要な引当金の計上基準

ア　貸 倒 引 当 金 ……………………………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率等により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案して計上している。

イ　賞 与 引 当 金 ……………………………… 従業員に対する賞与の支給に備えるため、

支給見込額を計上している。

ウ　工事損失引当金 ……………………………… 請負工事に係る将来の損失に備えるため、

当該損失見込額を計上している。

エ　製品保証引当金 ……………………………… 製品販売後の無償修理費用の支出に備え

るため、過去の実績を基礎とした見積額

を計上している。

オ　退職給付引当金 ……………………………… 従業員の退職給付に備えるため、期末に

おける退職給付債務から年金資産ならび

に会計基準変更時差異未処理額、未認識

過去勤務債務、未認識数理計算上の差異

を加減した額を計上している。確定給付

企業年金制度および適格退職年金制度に

ついては年金資産の額が企業年金制度に

係る退職給付債務に当該企業年金制度に

係る会計基準変更時差異未処理額、未認

識過去勤務債務および未認識数理計算上

の差異を加減した額を超えているため、

前払年金費用（当期末1,301百万円）とし

て連結貸借対照表に計上している。また、

会計基準変更時差異（8,516百万円）につ

いては、厚生年金基金の代行部分の返上

に伴う処理を除き、平成12年４月１日か

ら15年による按分額を費用処理している。

過去勤務債務はその発生時の従業員の平

均残存勤務期間で按分した額を費用処理

している。数理計算上の差異はその発生

時の従業員の平均残存勤務期間で按分し

た額をそれぞれ発生の翌期から費用処理

している。　

 （会計方針の変更）

　当期より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19

号　平成20年７月31日）を適用している。

　なお、これによる連結計算書類に与える影響はない。
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④ 重要な収益および費用の計上基準  

　   完成工事高および完成工事原価の計上基準

　     当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事　

                ……………………………… 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは

原価比例法）

   その他の工事 ……………………………… 工事完成基準

  （会計方針の変更）

   請負工事に係る収益の計上基準については、従来、すべての工事について工事完成基準

を適用していたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月

27日）および「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　

平成19年12月27日）を当期より適用し、当期に着手した工事契約から当期末までの進捗部

分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。

   これにより、売上高は1,294百万円増加し、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純

利益は、それぞれ188百万円増加している。

⑤　重要なヘッジ会計の方法　

ア　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たし

ている場合は特例処理を採用している。

イ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 …………………………………… 金利スワップ

ヘッジ対象 …………………………………… 借入金の支払利息

ウ　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、金利の変動によるリスクの低減のため、

対象債務の範囲内でヘッジを行っている。

エ　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象は重要な条件が同一であるため、高い有効性を有している。

　ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略してい

る。

⑥　消費税および地方消費税の会計処理の方法 … 税抜方式

(4) 連結子会社の資産および負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産および負債の評価については、全面時価評価法を採用している。
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２．連結貸借対照表に関する注記

(1) たな卸資産

　 製品 632百万円

　 仕掛品 4,411百万円

　 原材料および貯蔵品 2,287百万円

　 未着原材料 46百万円

　 計 7,378百万円

(2) 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産は、これに対応する工事損失引当金37百万円

　(すべて仕掛品に係る工事損失引当金)を相殺表示している。　　

(3) 担保に供している資産

　 建物および構築物 345百万円

　 機械装置および運搬具 49百万円

　 工具器具備品 8百万円

　 土地 3,289百万円

　 計 3,691百万円

（注）上記物件は、短期借入金1,082百万円の担保に供している。

(4) 有形固定資産の減価償却累計額 13,805百万円

(5) 偶発債務

保証債務

従業員の住宅取得資金の借入金に対する保証 20百万円

(6) 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、平成14年

３月31日に下記方法により事業用土地の再評価を行っている。当期連結貸借対照表記載の土

地の価額は当該再評価額に基づいている。なお、取得価額と再評価額との差額については、

当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上している。

再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号

に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算

定している。

　当期末において、上記方法により再評価した価額は、連結貸借対照表記載の土地の価額を

481百万円下回っている。
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(7) 財務上の特約

　借入金のうち、シンジケート・ローン契約（当期末残高2,760百万円）およびコミットメン

トライン契約（契約総額2,000百万円、当期末借入未実行残高2,000百万円）には、契約期間

中において純資産額、営業利益等を一定の水準に維持する等の財務上の特約が定められてい

る。

　

３．連結損益計算書に関する注記

　事務所移転費用は、一部事業所の移転に伴う固定資産の減損損失および賃借不動産の原状

回復費用等である。

　

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項

株 式 の 種 類 前期末の株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末の株式数

普 通 株 式 28,300,000株 － － 28,300,000株

第１種優先株式 800,000株 － － 800,000株

合 計 29,100,000株 － － 29,100,000株

(2) 自己株式の種類および株式数に関する事項

株 式 の 種 類 前期末の株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末の株式数

普 通 株 式 34,747株 4,401株 － 39,148株

第１種優先株式 － － － －

合 計 34,747株 4,401株 － 39,148株

（注）普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分である。
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５. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、電子応用機器の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、

必要な資金を銀行借入により調達している。一時的な余資は安全性の高い金融商品で運

用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達している。デリバティブは、後述

するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針である。　

② 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制

　営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リ

スクに関しては、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の

信用状況を定期的に把握する体制としている。投資有価証券である株式は、業務上の関

係を有する企業の株式である。　

　営業債務である支払手形および買掛金は、１年以内の支払期日である。

　借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)である。変動金利

の借入金は、金利の変動リスクに晒されているが、このうち長期のものについては、支

払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化をはかるために、個別契約ごとにデリバ

ティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用している。ヘッジの有効性の

評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定を

もって有効性の評価を省略している。　

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っ

ており、また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、

格付けの高い金融機関とのみ取引を行っている。　

　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されているが、当社グループでは、各

社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理している。なお、借入金のうち、

シンジケート・ローン契約およびコミットメントライン契約については、契約期間中に

おいて純資産額、営業利益等を一定の水準に維持する等の財務上の特約が定められてい

る。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「（2）金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等に

ついては、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成22年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこ

れらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認

められるものは、次表には含まれていない（下記注記２参照）。　

（単位：百万円）　

　
連結貸借対照表
計上額(※)

時価(※) 差額(※)

（1）現金および預金 2,435 2,435 －

（2）受取手形および売掛金 8,393 8,393 －

（3）支払手形および買掛金 　　（4,450) 　　（4,450) －

（4）短期借入金（※※） （3,250) （3,250) －

（5）長期借入金（※※） （6,708) （6,776) （68)

（6）デリバティブ取引 － － －

(※)負債に計上されているものについては、( )で示している。　

(※※)１年以内に返済予定の長期借入金1,672百万円は「長期借入金」に含めている。

（注)１. 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項　

（1）現金および預金、ならびに（2）受取手形および売掛金　

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっている。　

（3）支払手形および買掛金、ならびに（4）短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっている。

（5）長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定

される利率で割り引いて算定する方法によっている。変動金利による長期借入金は金利

スワップ特例処理の対象とされており(下記（6）②参照）、当該金利スワップと一体と

して処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積

られる利率で割り引いて算定する方法によっている。　
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（6）デリバティブ取引　

① ヘッジ会計が適用されていないもの… 該当するものはない。

② ヘッジ会計が適用されているもの…… ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契

約額または契約において定められた元本相当額

等は次のとおりである。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法
デ リ バ テ ィ ブ
　
取 引 の 種 類 等

主なヘッジ対象
契約額等

時価
当該時価の
　
算定方法　うち1年超

金利スワップの
　
特例処理　

金利スワップ取引
　
支払固定・
　
受取変動　

長期借入金　 5,640 4,300 （※） 　

(※)  金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体とし

て処理されているため、その時価は、長期借入金の時価に含めて記載している（上記

（5））参照。

　

    ２. 非上場株式（連結貸借対照表計上額13百万円）は、市場価格が無く、かつ将来キャッシ

ュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた

め記載していない。

　

３. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

 (単位：百万円）

　 １年以内

現金および預金 2,435

受取手形および売掛金 8,393

  合  計 10,829

　

４. 長期借入金の返済予定額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　 １ 年 以 内
１年超２年
以 内

２年超３年
以 内

３年超４年
以 内

４年超５年
以 内

長 期 借 入 金 1,672 1,676 2,440 920 －

　
（追加情報）

　当期より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）お

よび「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20

年３月10日）を適用している。　

　
６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 230円24銭

(2) １株当たり当期純利益 5円59銭
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貸　借　対　照　表
（平成22年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 お よ び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

た な 卸 資 産

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 お よ び 構 築 物

機械装置および運搬具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

前 払 年 金 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

20,232

2,302

170

6,472

4,268

247

52

437

5,170

1,109

3

△1

8,041

4,485

559

223

310

3,342

48

258

67

191

3,297

13

1,705

1,296

166

134

△17

流 動 負 債 11,239

支 払 手 形 470

買 掛 金 4,159

短 期 借 入 金 4,922

未 払 金 295

未 払 法 人 税 等 37

未 払 費 用 122

前 受 金 590

賞 与 引 当 金 341

製 品 保 証 引 当 金 165

そ の 他 134

固 定 負 債 9,522

長 期 借 入 金 5,036

再評価に係る繰延税金負債 1,321

退 職 給 付 引 当 金 3,161

そ の 他 3

負 債 合 計 20,761

純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,702

資 本 金 5,145

利 益 剰 余 金 568

利 益 準 備 金 77

その他利益剰余金 490

繰 越 利 益 剰 余 金 490

自 己 株 式 △11

評価・換算差額等 1,809

土地再評価差額金 1,809

純 資 産 合 計 7,512

資 産 合 計 28,274 負 債 純 資 産 合 計 28,274

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 20,724

売 上 原 価 16,538

売 上 総 利 益 4,185

販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費 3,761

営 業 利 益 424

営 業 外 収 益 167

受 取 利 息 お よ び 配 当 金 95

助 成 金 収 入 49

そ の 他 22

営 業 外 費 用 254

支 払 利 息 218

そ の 他 36

経 常 利 益 336

特 別 利 益 62

受 取 和 解 金 62

特 別 損 失 112

固 定 資 産 除 却 損 3

関 係 会 社 株 式 評 価 損 84

事 務 所 移 転 費 用 25

税 引 前 当 期 純 利 益 286

法 人 税 、 住 民 税 お よ び 事 業 税 19

法 人 税 等 調 整 額 15

当 期 純 利 益 252

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（単位：百万円）

　

株 主 資 本

資 本 金

利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成21年３月31日　残高 5,145 77 238 316 △10 5,450

当 期 中 の 変 動 額 　 　 　 　 　 　

当 期 純 利 益 　 　 252 252 　 252

自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 　 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額）

　 　 　 　 　 　

当 期 中 の 変 動 額 合 計 － － 252 252 △0 251

平成22年３月31日　残高 5,145 77 490 568 △11 5,702

　
評価・換算差額等

純資産合計
　 　 　

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 　 　 　

平成21年３月31日　残高 1,809 1,809 7,260 　 　 　

当 期 中 の 変 動 額 　 　 　 　 　 　

当 期 純 利 益 　 　 252 　 　 　

自 己 株 式 の 取 得 　 　 △0 　 　 　

株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額）

　 　 － 　 　 　

当 期 中 の 変 動 額 合 計 － － 251 　 　 　

平成22年３月31日　残高 1,809 1,809 7,512 　 　 　

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準および評価方法

①　有価証券

子会社株式 …………………………………… 移動平均法による原価法

その他有価証券

　時価のないもの …………………………… 移動平均法による原価法

②　たな卸資産の評価基準および評価方法

製品、原材料および貯蔵品 ………………… 総平均法による原価法

　 （収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

仕掛品および未着原材料 …………………… 個別法による原価法

　 （収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） ………… 定率法

無形固定資産（リース資産を除く） ………… 定額法

　 なお、自社利用ソフトウエアについては、

社内利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっている。

リース資産 ……………………………………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

として算定する方法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 ………………………………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率等により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案して計上している。

賞 与 引 当 金 ………………………………… 従業員に対する賞与の支給に備えるため、

支給見込額を計上している。

工事損失引当金 ………………………………… 請負工事に係る将来の損失に備えるため、

当該損失見込額を計上している。

製品保証引当金 ………………………………… 製品販売後の無償修理費用の支出に備える

ため、過去の実績を基礎とした見積額を計

上している。
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退職給付引当金 ………………………………… 従業員の退職給付に備えるため、期末にお

ける退職給付債務から年金資産ならびに会

計基準変更時差異未処理額、未認識過去勤

務債務、未認識数理計算上の差異を加減し

た額を計上している。確定給付企業年金制

度および適格退職年金制度については年金

資産の額が企業年金制度に係る退職給付債

務に当該企業年金制度に係る会計基準変更

時差異未処理額、未認識過去勤務債務およ

び未認識数理計算上の差異を加減した額を

超えているため、前払年金費用（当期末

1,296百万円）として貸借対照表に計上して

いる。また、会計基準変更時差異（8,232百

万円）については、厚生年金基金の代行部

分の返上に伴う処理を除き、平成12年４月

１日から15年による按分額を費用処理して

いる。過去勤務債務はその発生時の従業員

の平均残存勤務期間で按分した額を費用処

理している。数理計算上の差異はその発生

時の従業員の平均残存勤務期間で按分した

額をそれぞれ発生の翌期から費用処理して

いる。

 （会計方針の変更）

  当期より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19

号　平成20年７月31日）を適用している。

　なお、これによる計算書類に与える影響はない。 

(4) 重要な収益および費用の計上基準  

　　完成工事高および完成工事原価の計上基準

　  当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事 　

               ……………………………… 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原

価比例法）

  その他の工事 ……………………………… 工事完成基準

 （会計方針の変更）

   請負工事に係る収益の計上基準については、従来、すべての工事について工事完成基準

を適用していたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月

27日）および「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　

平成19年12月27日）を当期より適用し、当期に着手した工事契約から当期末までの進捗部

分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。

   これにより、売上高は1,294百万円増加し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益は、

それぞれ188百万円増加している。
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(5) ヘッジ会計の方法 　

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっている。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たして

いる場合は特例処理を採用している。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 …………………………………… 金利スワップ

ヘッジ対象 …………………………………… 借入金の支払利息

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、金利の変動によるリスクの低減のため、

対象債務の範囲内でヘッジを行っている。

④　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象は重要な条件が同一であるため、高い有効性を有している。

　ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略している。

(6) 消費税および地方消費税の会計処理の方法 … 税抜方式

　

２．貸借対照表に関する注記

(1) たな卸資産

　 製品 247百万円

　 仕掛品 3,275百万円

　 原材料および貯蔵品 698百万円

　 未着原材料 46百万円

　 計 4,268百万円

(2) 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産は、これに対応する工事損失引当金37百万円

　(すべて仕掛品に係る工事損失引当金)を相殺表示している。

(3) 担保に供している資産

　 建物および構築物 345百万円

　 機械装置および運搬具 49百万円

　 工具器具備品 8百万円

　 土地 3,289百万円

　 計 3,691百万円

（注）上記物件は、短期借入金1,082百万円の担保に供している。

(4) 有形固定資産の減価償却累計額 5,932百万円

(5) 偶発債務

保証債務

従業員の住宅取得資金の借入金に対する保証 20百万円

(6) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりである。

①　短期金銭債権 8,482百万円

②　長期金銭債権 9百万円

③　短期金銭債務 1,408百万円

④　長期金銭債務 2百万円
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(7) 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、平成14年

３月31日に下記方法により事業用土地の再評価を行っている。当期貸借対照表記載の土地の

価額は当該再評価額に基づいている。なお、取得価額と再評価額との差額については、当該

評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上している。

　再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号

に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定

するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算

定している。

　当期末において、上記方法により再評価した価額は、貸借対照表記載の土地の価額を481百

万円下回っている。

(8) 財務上の特約

　借入金のうち、シンジケート・ローン契約（当期末残高2,760百万円）およびコミットメン

トライン契約（契約総額2,000百万円、当期末借入未実行残高2,000百万円）には、契約期間

中において純資産額、営業利益等を一定の水準に維持する等の財務上の特約が定められてい

る。

　

３．損益計算書に関する注記

（1) 事務所移転費用は、一部事業所の移転に伴う固定資産の減損損失および賃借不動産の原状回

復費用等である。

（2) 関係会社との取引高

①　売上高 6,453百万円

②　仕入高 4,867百万円

③　営業取引以外の取引高 2,128百万円

　

４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類および株式数に関する事項

株 式 の 種 類 前期末の株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末の株式数

普 通 株 式 34,747株 4,401株 － 39,148株

第１種優先株式 － － － －

合 計 34,747株 4,401株 － 39,148株

（注）普通株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分である。

　

５．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金の否認、繰越欠損金、賞与引当金の否認

等であり、回収可能性がないと判断された金額（評価性引当額）を控除した額を繰延税金資産

として貸借対照表に計上している。
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記

　貸借対照表に計上した固定資産のほか、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用

している固定資産の主なものは、事務機器の一部である。
　
７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社および法人主要株主等

種類 会社等の名称 所在地 資本金 事 業 の 内 容
議決権等の
被所有割合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

　 　 　 百万円 　 ％ 　 　 百万円 　 百万円

親会社 日本電気(株)
東京都
港 区

397,199

コンピュータ、通信
機器、ソフトウエア
等の製造および販売
ならびに関連サービ
スの提供を含むＩ
Ｔ・ネットワークソ
リューション事業

直接
50.23

間接
－

当社の一部
製品の販売

情報システム
製品等の販売

5,962 売掛金 1,992

（注）取引条件および取引条件の決定方針等

製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社見積価格を提示し、その都度交

渉の上、決定している。
　
(2) 子会社等

種類 会社等の名称 所在地 資本金 事 業 の 内 容
議決権等の
所 有 割 合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

　 　 　 百万円 　 ％ 　 　 百万円 　 百万円

子会社

　

山梨アビオ
ニクス(株)

　

山梨県
南アル
プス市

　

450

　

プリント配線板
の 製 造

　

100

　

当社が使用
する一部部
品の購入等、
資金の援助、
役員の兼任

　

資 金 の 貸 付 4
関係会社

短期貸付金
1,046

部品の購入等 3,043 買掛金 480

　 　 　 百万円 　 ％ 　 　 百万円 　 百万円

子会社

　

福島アビオ
ニクス(株)

　

福島県
郡山市

　

450

　

ハイブリッドＩＣ、
電子機器製品およ
び赤外線･計測機器
製 品 の 製 造

　

100

　

当社が使用
する一部部
品の購入等、
資金の援助、
役員の兼任

　

資 金 の 回 収 149
関係会社

短期貸付金
2,186

部品の譲渡等 1,912 未収入金 997

部品の購入等 1,760 買掛金 778

　 　 　 百万円 　 ％ 　 　 百万円 　 百万円

子会社
日 本 ア ビ オ
ニクス販売(株)

東京都
品川区

70
電子機器製品等
の 販 売

100
当社の一部製品の販
売等、役員の兼任

電子機器製
品等の販売

479 売掛金 320

　 　　 　 百万円 　 ％ 　 　 百万円 　 百万円

子会社
ＮＥＣ Ａｖｉｏ赤外
線テクノロジー(株)

東京都
品川区

342
赤外線・計測機器
製品の製造、販売

100
資金の援助、
役 員 の 兼 任

資金の回収 59
関係会社

短期貸付金
1,937

（注）取引条件および取引条件の決定方針等

１. 資金の貸付または回収については、市場金利を勘案して利率を決定している。なお、基本

契約に基づき残高が日々変動するため、取引金額は前期末残高との差引き金額を記載してい

る。

２. 部品の購入等および部品の譲渡等については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に

決定している。

３. 当社製品の販売については、市場価格等を参考に決定している。
　

８．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 237円52銭

１株当たり当期純利益 8円93銭
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連結計算書類に係る会計監査報告

　 独立監査人の監査報告書 　

　 平成22年５月10日　

　日本アビオニクス株式会社 　

　 取 締 役 会 御 中 　

　 新日本有限責任監査法人 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 榊 　 正 壽 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 薄 井 　 誠 
　

　　

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本アビオニクス

株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の

連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資

本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算

書類に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準

に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重

要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。

監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結

果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。　

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、日本アビオニクス株式会社及び

連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損

益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

  追記情報

　連結計算書類作成のための基本となる重要な事項(3)④に記載されている

とおり、会社は当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」を適用している。

　　　　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

　 独立監査人の監査報告書 　

　 平成22年５月10日　

　日本アビオニクス株式会社 　

　 取 締 役 会 御 中 　

　 新日本有限責任監査法人 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 榊 　 正 壽 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 薄 井 　 誠 
　

　　

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本アビオ
ニクス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第60期事
業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この
計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責
任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明する
ことにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準
に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその
附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること
を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計
方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を
得たと判断している。
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及
びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。

　
追記情報
　重要な会計方針に係る事項(4)に記載されているとおり、会社は当事業年
度より「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の
適用指針」を適用している。　
　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

　 監　査　報　告　書 　

　　当監査役会は、平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第60期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き審議した結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。
　
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　当監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査
の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。
　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、執行役
員及び監査部その他の使用人、親会社グループの監査役その他の者と意思
疎通を図り、情報の収集並びに監査の環境の整備に努めるとともに、取締
役会その他重要な会議に出席し、取締役及び執行役員等からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等
を閲覧し、本社のほか主要な事業所において業務及び財産の状況を監査部
と連携して調査いたしました。
　また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則に定める体制について、その取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき現に整備されている体制（内部統制システム）の整備内容及
び運用状況を監視及び検証いたしました。
　なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、内部統
制委員会に出席し取締役等から当該内部統制の評価の状況について報告を
受け、また、監査人から監査の状況についての報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。
　子会社については、その取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換
を図り、職務の遂行状況を聴取するとともに、定期的に事業の報告を受け、
必要に応じて子会社へ赴き、その業務及び財産の状況を調査いたしました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書
について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　また、会計監査人からは会社計算規則131条に定める「会計監査人の職務
の遂行に関する事項」を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）
等に従って、適切に整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
め、内容を確認いたしました。
　これらの方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書、
並びに、連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
　なお、取締役の競業取引、利益相反取引等に関して、各取締役に報告を
求め、確認いたしました。
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　２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。
二　取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。
三　事業報告に記載されている内部統制システムの整備に関する取締役

会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する整備・運用状況については、
継続的な改善が図られており、取締役の職務の遂行について、指摘
すべき事項は認められません。
なお、「財務報告に係る内部統制」については、本監査報告書の作
成時点において重要な欠陥はない旨の報告を取締役等及び監査人か
ら受けております。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人の新日本有限責任監査法人による監査の方法及び結果は、
相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人の新日本有限責任監査法人による監査の方法及び結果は、
相当であると認めます。

　

　

　平成22年５月10日 　

　 日本アビオニクス株式会社　監査役会　

　

常勤監査役 津 田 好 美 
常勤監査役 石 川 俊 樹 
社外監査役 山 本 徳 男 
社外監査役 山 本 　 琢 

　

以　上
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株主総会参考書類
　

第１号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

(1)　株主の皆様へのサービス拡充の観点から、会社法第194条に規定する単

元未満株式の買増制度の導入をいたしたく、定款第９条（単元未満株式

の買増請求）を新設し、これに伴う条数の繰り下げ等所要の変更を行う

ものであります。

(2)　監査役の増員に備え定数を変更するものであります。

２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。
　 下線部分変更箇所

現 行 定 款 変 更 案

（単元未満株式についての権利） （単元未満株式についての権利）

第８条　本会社の株主は、その有する単元未

満株式について、次に掲げる権利以外

の権利を行使することができない。

第８条　本会社の株主は、その有する単元未

満株式について、次に掲げる権利以外

の権利を行使することができない。

①会社法第189条第２項各号に掲げる権

利

①会社法第189条第２項各号に掲げる権

利

②会社法第166条第１項の規定による請

求をする権利

②会社法第166条第１項の規定による請

求をする権利

③株主の有する株式数に応じて募集株

式の割当ておよび募集新株予約権の

割当てを受ける権利

（新設）

③株主の有する株式数に応じて募集株

式の割当ておよび募集新株予約権の

割当てを受ける権利

④次条に定める請求をする権利　

（新設） （単元未満株式の買増請求）

 第９条　本会社の株主は、株式取扱規則の定

めるところにより、その有する単元未

満株式の数と併せて単元株式数となる

数の株式を売り渡すことを請求するこ

とができる。

第９条～第10条 第10条～第11条

省略 現行どおり
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現 行 定 款 変 更 案

（優先株式配当金） （優先株式配当金）

第10条の２ 第11条の２

　本会社は、第32条に定める期末配当

を行うときは、毎事業年度末日の株主

名簿に記録された第１種優先株式を有

する株主（以下第１種優先株主という

。）または第１種優先株式の登録株式

質権者（以下第１種優先登録株式質権

者という。）に対し、毎事業年度末日

の株主名簿に記録された普通株式を有

する株主（以下普通株主という。）ま

たは普通株式の登録株式質権者（以下

普通登録株式質権者という。）に先立

ち、第１種優先株式１株につき20円を

上限として、第１種優先株式の発行に

際して取締役会の決議で定める額の剰

余金（以下第１種優先株式配当金とい

う。）を金銭により配当する。ただし、

第31条において定める当該事業年度に

おいて次条に定める第１種優先株式中

間配当金を支払ったときは、当該第１

種優先株式中間配当金を控除した額と

する。

　本会社は、第33条に定める期末配当

を行うときは、毎事業年度末日の株主

名簿に記録された第１種優先株式を有

する株主（以下第１種優先株主という

。）または第１種優先株式の登録株式

質権者（以下第１種優先登録株式質権

者という。）に対し、毎事業年度末日

の株主名簿に記録された普通株式を有

する株主（以下普通株主という。）ま

たは普通株式の登録株式質権者（以下

普通登録株式質権者という。）に先立

ち、第１種優先株式１株につき20円を

上限として、第１種優先株式の発行に

際して取締役会の決議で定める額の剰

余金（以下第１種優先株式配当金とい

う。）を金銭により配当する。ただし、

第32条において定める当該事業年度に

おいて次条に定める第１種優先株式中

間配当金を支払ったときは、当該第１

種優先株式中間配当金を控除した額と

する。

２）　　　　　省略 ２）　　　 現行どおり

３）　　　　　省略 ３）　　　 現行どおり
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現 行 定 款 変 更 案

（優先株式中間配当金） （優先株式中間配当金）

第10条の３ 第11条の３

　本会社は、第32条に定める中間配当

を行うときは、毎年９月30日の 終の

株主名簿に記録された第１種優先株主

または第１種優先登録株式質権者に対

し、毎年９月30日の 終の株主名簿に

記録された普通株主または普通登録株

式質権者に先立ち、第１種優先株式１

株につき第１種優先株式配当金の２分

の１または１株につき10円の低い方を

上限として決定する金額の金銭（以下

第１種優先株式中間配当金という。）

を支払う。

　本会社は、第33条に定める中間配当

を行うときは、毎年９月30日の 終の

株主名簿に記録された第１種優先株主

または第１種優先登録株式質権者に対

し、毎年９月30日の 終の株主名簿に

記録された普通株主または普通登録株

式質権者に先立ち、第１種優先株式１

株につき第１種優先株式配当金の２分

の１または１株につき10円の低い方を

上限として決定する金額の金銭（以下

第１種優先株式中間配当金という。）

を支払う。

第10条の４～第10条の10 第11条の４～第11条の10

省略 現行どおり

（優先配当金の除斥期間） （優先配当金の除斥期間）

第10条の11 第11条の11

　第33条の規定は、第１種優先株式配

当金および第１種優先株式中間配当金

についてこれを準用する。

　第34条の規定は、第１種優先株式配

当金および第１種優先株式中間配当金

についてこれを準用する。

第11条～第16条 第12条～第17条

省略 現行どおり

（種類株主総会） （種類株主総会）

第16条の２ 第17条の２

　第13条および第16条の規定は、種類

株主総会にこれを準用する。

　第14条および第17条の規定は、種類

株主総会にこれを準用する。

第17条～第23条 第18条～第24条

省略

第24条(員数)

　本会社に監査役４名以内を置く。

第25条～第33条

省略

現行どおり

第25条(員数)

　本会社に監査役５名以内を置く。

第26条～第34条

現行どおり
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第２号議案　取締役６名選任の件

　本総会終結のときをもって、取締役全員（７名）の任期が満了いたしますの

で、あらためて取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
普通株式数

１
山 下 　 守

(昭和23年２月14日生)

昭和48年４月　日本電気㈱入社

平成元年７月　同社防衛システム本部第一システム技

術部長

平成12年６月　同社ＮＥＣソリューションズ第一ソリ

ューション営業事業本部第三官庁ソリ

ューション事業部長

平成16年４月　同社航空宇宙・防衛事業本部長

平成17年４月　同社執行役員

平成19年６月　当社取締役（現任）

平成20年４月　日本電気㈱執行役員常務

平成21年４月　当社執行役員常務（現任）

5,000株

２
根 来 周 三

(昭和23年５月２日生)

昭和49年４月　日本電気㈱入社

平成10年12月　同社無線事業本部電波応用事業部長代

理

平成15年４月　同社航空宇宙・防衛事業本部電波応用

事業部長

平成16年４月　同社航空宇宙・防衛事業本部副事業本

部長

平成18年６月　当社取締役（現任）

平成19年４月　当社執行役員

平成19年６月　当社執行役員常務（現任）

34,000株

３
鈴 木 延 男

(昭和23年11月１日生)

昭和46年４月　当社入社

平成10年10月　当社電子機器事業部第一技術部長

平成13年10月　当社電子機器事業部長代理

平成14年６月　当社製造装置事業部長

平成18年４月　当社支配人

平成19年４月　当社執行役員

平成19年６月　当社取締役執行役員常務（現任）

37,000株
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候補者
番　号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
普通株式数

４
川 島 雅 幸
(昭和26年８月22日生)

昭和56年６月　当社入社

平成16年６月　当社製造装置営業本部長

平成18年８月　当社第一営業本部長

平成19年６月　当社執行役員

平成21年６月　当社取締役(現任)

平成22年４月　当社執行役員常務(現任)

4,000株

５
露 　 木 　 　 　 満
(昭和29年12月18日生)

昭和60年12月　当社入社

平成14年６月　当社経営企画本部経理部長

平成18年４月　当社経営企画本部長代理

平成19年１月　当社製造装置事業部長

平成19年６月　当社執行役員兼経営企画本部長(現任)

1,000株

６
西 村 知 典

(昭和29年11月５日生)

昭和54年４月　日本電気㈱入社

平成16年６月　同社航空宇宙・防衛事業本部誘導光電

事業部長

平成19年４月　同社航空宇宙・防衛事業本部副事業本

部長

平成20年４月　同社執行役員兼航空宇宙・防衛事業本

部長

平成21年６月　当社取締役(現任)

平成22年４月　日本電気㈱執行役員常務(現任)

－

（注）１．西村知典氏は、社外取締役候補者であります。

２．西村知典氏は、当社の親会社である日本電気株式会社の執行役員常務であります。

３．社外取締役候補者とした理由は次のとおりであります。

西村知典氏は、当社のコア事業である情報システム製品および戦略成長事業である赤

外線・計測機器製品に関し豊富な経験と幅広い知識を有しており、その経験と知識を

当社の経営に反映していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであ

ります。

４．西村知典氏は、現在､当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総

会終結のときをもって１年となります。　

５．取締役候補者　山下　守、根来周三、鈴木延男、川島雅幸の各氏の当社における担当

ならびに重要な兼職の状況については、「事業報告　３．会社役員に関する事項」

11頁から12頁に記載のとおりであります。　

６．当社は、社外取締役の期待される職務を十分発揮できるように西村知典氏と会社法第

423条第１項に定める損害賠償責任の限定契約を同法第427条第１項の規定に基づき締

結しており、その賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める金額としております。

また、同氏の再任をご承認いただいた場合は､当該契約を継続する予定です。
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第３号議案　監査役１名選任の件

　本総会の終結のときをもって、山本琢氏が辞任いたしますので、あらためて

監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役の候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
普通株式数

古 川 久 生

(昭和33年８月８日生)

昭和56年４月　日本電気㈱入社

平成12年４月　同社航空宇宙・防衛事業本部電波応用

事業部生産計画部長

平成18年４月　同社航空宇宙・防衛事業本部航空宇宙･

防衛事業企画部統括マネージャー

平成21年７月　同社航空宇宙・防衛事業本部事業計画部長

平成22年４月　同社航空宇宙・防衛事業本部宇宙･防衛事

業推進本部長(現任)

－

（注）１．古川久生氏は、社外監査役候補者であります。

２．古川久生氏は、当社の親会社である日本電気株式会社の航空宇宙・防衛事業本部宇宙･

防衛事業推進本部長であります。

３．社外監査役候補者とした理由は次のとおりであります。

古川久生氏は、日本電気株式会社において当社のコア事業である情報システム事業に

対する豊富な経験と知識を有しており、その経験等が当社の監査体制に有益であると

判断し、社外監査役としての選任をお願いするものであります。

４．当社は、社外監査役がその期待される職務を十分発揮できるよう、古川久生氏が当社

の社外監査役に選任された場合には会社法第423条第１項に定める損害賠償責任の限定

契約を同法第427条第１項の規定に基づき締結する予定であります。当該契約に基づく

賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める金額としております。
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件　

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項

の規定に基づき、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。

　本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
普通株式数

音 田 　 亘

(昭和33年12月４日生)

昭和57年４月　日本電気㈱入社

平成16年４月　同社モバイル企画本部経理部グループマネ

ージャー

平成18年４月　同社キャリアネットワーク企画本部経理部

グループマネージャー

平成20年７月　同社社会インフラソリューション企画本部

経理部長（現任）

－

（注）１．音田　亘氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

２．音田　亘氏は、当社の親会社である日本電気株式会社の社会インフラソリューション

企画本部経理部長であります。

３．補欠の社外監査役候補者とした理由は次のとおりであります。

音田　亘氏は、日本電気株式会社における長年の経理経験から豊富な財務および会計

に関する知識を有しており、当社の監査体制に有用であると判断したことから、補欠

の社外監査役として選任をお願いするものであります。

４．当社は、社外監査役がその期待される職務を十分発揮できるよう、音田　亘氏が当社

の社外監査役に就任された場合には会社法第427条第１項の規定により、任務を怠った

ことによる損害賠償責任を限定する旨の契約を締結する予定であります。当該契約に

基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める金額としております。

以上　
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株主総会会場ご案内図

会場　東京都千代田区六番町15番地

主婦会館プラザエフ

　

N

地下鉄
南北線
四ッ谷駅
麹町方面改札出口３

地下鉄
丸ノ内線
四ッ谷駅
赤坂方面改札出口１JR

四ッ谷
駅聖イグナチオ

教会
上智大学

スクワール
麹町

ロータリー

雙葉
学園

至東京

至半蔵門 新宿通り 至新宿

交番

麹町口

主婦会館プラザエフ

至新宿

外
堀
通
り

ＪＲ(中央線)　　：四ッ谷駅(麹町口)から徒歩１分

地下鉄(丸ノ内線)：四ッ谷駅(赤坂方面改札出口１)から徒歩３分

地下鉄(南北線)　：四ッ谷駅(麹町方面改札出口３)から徒歩２分

　

　

本紙は再生紙を使用しております。


